
採用実績  Q & A

「レンタル移籍」とは？

※採用実績欄の（　）は女性の数を示します。 
※出身地、出身大学ともに全国に広がっています。
　学部卒（文理問わず）、大学院卒（公共政策、法科、人文系、公衆衛生系等）、社会人経験者など、幅広く採用しています。
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➡令和５年に、職員の声を踏まえて、さらに利便性を向上させ
るよう、省内ITインフラを大幅に改善しました。ビジネスチャット
ツールの導入などをはじめ、業務の効率化・簡素化を推進し、職
員一人ひとりが働きがいを感じられるような「新たな働き方」の
実現を目指しています。

　「厚生労働省改革若手チーム」では、様々な職種の職員が集まり、省内から
幅広く募った意見を踏まえつつ、若手の目線から、厚生労働省の業務効率化
や、職場環境、広報等をより良くしていくための活動を行っています。検討結果
は、大臣はじめ省幹部も出席する「厚生労働省改革実行チーム」で提言するな
ど、組織としての改革実現につなげています。

BEFORE AFTER BEFORE AFTER

省内業務の見直し

省内システムの刷新

➡１on１ミーティングでは、上司と部下による１対１の定期的
な対話時間を設け、上司によるマネジメントの基盤強化・職員の
育成支援を推進しています。メンター制度では、若手職員に対し
て「メンター」を必ず一人つけることで、気軽にキャリアや悩みが
相談できる環境を整えています。

若手職員へのキャリア支援：１on１ミーティング、メンター制度

➡個々の職員の意欲やエンゲージメントを毎月確認する「エン
ゲージメントサーベイ」の取組を進めています。
※エンゲージメント：組織や仕事に対して自発的な貢献意欲をもち、主体的
に取り組んでいる心理状態。

若手職員に対するきめ細やかなケア：エンゲージメントサーベイ

➡職員自らが企画の提案を行い、研修を実現していく「職員提案
型」の仕組み「とびだす“R”ラボ」を令和３年から運営しています。現
場の支援者や当事者との意見交換等を通じて、職種の枠・担当して
いる業務の枠を超えた実際の現場の想いや実践的な学びを得るた
め勉強会などが企画・実現されています。
令和５年度は、病気と差別の歴史について当事者の声から学ぶ企
画、日常の疑問を「哲学対話」の手法で話し合う企画、デンマークの例

から自らの「休み方・働き方」を見
つめ直す企画のほか、厚生労働
省内のレストランに、障害者等の
方が農業に参画して収穫された
野菜を使ったメニューを取り入
れるフェアも実施しました。

多様な自己啓発の機会：とびだす“R”ラボ

➡省内では、国会答弁の作成や調整におけるビジネスチャット
ツールの活用やペーパーレス化、業務上訪問の多い国会・議員
会館への定期運航便の導入など、特に業務量の多い国会関係
業務の効率化を進めています。また、省内幹部への相談も含
め、ペーパーレス化やWeb会議システム活用の検討・試行を進
め、省内業務全体の効率化・負担軽減を実現する取組を進めて
います。

業務の効率化

➡業務の自動化・外注化や、業務プロセスの見直しに不断に取り
組んでいます。例えば、RPA（Robotic Process Automation）
により、法令改正作業・資料作成業務の一部を機械で代替する
取組を始めました。また、審議会等の準備作業のアウトソーシン
グや、業務上の文書のペーパーレス化を進めています。このよう
な取組の積み重ねにより、職員が政策立案業務に集中できるよ
うな環境を作っています。

業務の自動化・外注化

～さまざまな改 革を進 めています～

1 職員へのキャリア支援、若手職員に対するケア3

➡執務環境の改善とあわせてペーパーレス化を進め、快適な職
場環境を実現しています。

➡打ち合わせ内容や人数に応じた柔軟なレイアウト変更を可能
とし、コミュニケーションの活性化を推進！

フリーアドレスの導入

快適なオフィス環境の整備2

厚生労働省改革

厚生労働省改革特集

　厚生労働省の業務は、１億２千万人超の国民一人ひとりの生
命に直結しています。また、扱う予算は一般歳出の約６割を占
め、社会保障や労働といった我が国の盛衰を左右する重要な分

野を所管しており、少子高齢化、人口減少、技術革新、グローバル化等の
構造的な変化の中で、前例のない課題の解決を求められます。そのため、
たとえ困難に直面しても、人々の幸せとよりよい社会の実現のために全力
を尽くす「使命感」、多様な意見に耳を傾けるとともに、現場の人々の思い
に心を寄せられる「共感力」や「想像力」、そして、視野を広く持ち、実際に
足を動かし、人を巻き込み、課題解決へと導く「好奇心」や「行動力」。これ
らを持った（将来持ちうる）人材を求めています。他方で、多様な価値観を
持つ人々の生活を支えるべく、チームで業務に取り組む省であることか
ら、組織としての多様性も重視しています。
　上記の観点から総合的に勘案して、「人物本位」の採用を行っています。
また、障害の有無等は採用に関係ありません。（なお、障害のある方には、
障害に応じて面接時などに必要な配慮を行っています。）

どのような人材を
求めていますか。

A

Q

　まず、入省直後に厚生労働省独自の「初任研修」が行われま
す。本省職員や現場職員による講義、演習、ハローワークなどの
現場見学等を通じて厚生労働行政に関する理解を深めるととも

に、グループワーク等を通じて職員同士の一体感を醸成することを目的と
しています。
　その後、入省後数年の間に、霞が関を離れ、現場の第一線で厚生労働行
政に携わる、地方自治体の福祉事務所等における研修や労働局研修があ
ります。これは、厚生労働行政官として業務に取り組む上で必須である現
場感覚を養うための研修です。
　また、入省年次を問わず参加できる研修として、PCスキルに関するも
の、広報力向上を目指すもの、研究機関による講義などが、定期的に開催
されています。
　このほか、外部有識者による講演会、有志の勉強会や現場見学なども
頻繁に行われており、自己啓発の機会には事欠きません。

研修制度について
教えてください。

A

Q

総合職事務系（院卒区分：行政、法務、大卒区分：政治・
国際・人文、法律、経済、教養）で採用された職員は、入省後
は厚生労働省の中核を担うべき職員として、試験区分に関

わらず多様な業務を行います。

総合職事務系として入省するに当たり、
国家公務員試験には法律、経済、教養など
複数の区分がありますが、試験区分によって
入省後の業務は異なりますか。

A

Q

　本人の能力と適性、毎年度行われる意向調査等を総合的に考
慮して決定しています。必ずしも希望の部署に毎回配属される
わけではありませんが、厚生労働行政のどの分野に配属されて

も、人と暮らし、そして日本の未来を支える仕事ができます。また、幅広い
分野を経験し、専門性と総合力を兼ね備えた人材を育成するという視点
も、配属を決定するに当たっての重要な要素です。

配属先は
どのように決まるのですか。

A

Q

　総合職は政策の企画・立案や省内外の調整、一般職は総務や
会計といった事務や事業の運用の業務が主となります。ただし、
厚生労働省では技術系職員も含めた様々な職種の職員がチーム

となって仕事を進めていくため、その能力と適性に応じて柔軟に役割分担
が行われています。
　また、一般職はある程度行政分野が限定されて配属されますが、総合職
は医療、福祉、社会保険、労働のすべての分野に携わるため、ジェネラリスト
として分野横断的な視座から厚生労働省を牽引することが求められます。

総合職と一般職の業務内容の
違いについて教えてください。

A

Q

　厚生労働行政の重要性が高まるにつれ、省外における厚生労
働省職員の活躍の場はますます広がっており、本人の希望に応
じて、１～３年間の期間で厚生労働省の外で活躍する機会が複

数回用意されています。派遣先は海外（留学や在外公館、国際機関等）、地
方自治体、他府省庁、民間企業、研究機関や大学など、多岐に渡ります。多
様な機会を活用し、あなた自身のキャリアを描くことができます。

海外・地方勤務や他府省庁、
民間企業への出向はありますか。

A

Q

企業間レンタル移籍プラットフォームを活用し、厚生労働省に在籍したまま、
一定期間、ベンチャー企業等でプロジェクト等を担当する研修制度。

厚生労働省内のレストランに農福連携の
野菜を使った特製メニューが並びました！

若手チーム定例ミーティングの様子
（オンライン・対面のハイブリッドで実施しています！）

厚生労働省改革若手チーム

ピックアップ

37 38厚生労働省   総合職事務系入省案内 2024 厚生労働省   総合職事務系入省案内 2024

採用実績  Q & A


